
予算第16号議案 

 

令和５年度神戸市港湾事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度神戸市港湾事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  
(1) 港 湾 管 理  

 岸 壁  55,000,000トン 

 物 揚 場  170,000トン 

 埠 頭 用 地   

   専      用 180,000,000平方メートル 

   一      般 46,000,000平方メートル 

 港湾幹線道路  7,000,000台 

 入港料対象船舶  150,000,000トン 

(2) 港 湾 施 設 運 営  

 上 屋   

   専      用 35,000,000平方メートル 

   一      般 33,000,000平方メートル 

 荷 役 機 械  400回／30分 

 船 舶 給 水  160,000立方メートル 

(3) 建設改良事業の概要は、「第１表 建設改良事業概要」のとおりとする。 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収    入 

第１款 港湾管理事業収益  25,710,000千円 

第１項 営 業 収 益  15,757,355千円 

第２項 営 業 外 収 益  8,731,645千円 

第３項 特 別 利 益  1,221,000千円 

第２款 港湾施設運営事業収益 2,503,000千円 

第１項 営 業 収 益  1,970,948千円 

第２項 営 業 外 収 益  432,052千円 
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第３項 特 別 利 益  100,000千円 

 計  28,213,000千円 

支    出 

第１款 港湾管理事業費  24,373,000千円 

第１項 営 業 費 用  22,400,148千円 

第２項 

第３項 

営 業 外 費 用 

特 別 損 失 

 1,972,352千円 

500千円 

第２款 港湾施設運営事業費  3,425,000千円 

第１項 営 業 費 用  3,038,209千円 

第２項 

第３項 

営 業 外 費 用 

特 別 損 失 

 31,454千円 

355,337千円 

第３款 予  備  費  50,000千円 

第１項 予 備 費  50,000千円 

 計  27,848,000千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額16,296,146千円は、損益勘定留保資金

等で補てんするものとする。）。 

収    入 

第１款 資本的収入  42,805,103千円 

第１項 企 業 債  10,885,500千円 

第２項 他会計繰入金  12,755,642千円 

第３項 他会計補助金  6,602,356千円 

第４項 国 庫 支 出 金  1,945,666千円 

第５項 県 支 出 金  121,925千円 

第６項 財 産 収 入  3,347,000千円 

第７項 組 入 金  3,770,426千円 

第８項 雑 収 入  3,376,588千円 

支    出 

第１款 資本的支出  59,101,249千円 

第１項 建 設 改 良 費  18,655,793千円 

第２項 投 資  20,726,536千円 

第３項 企業債等償還金  19,668,920千円 

第４項 予 備 費  50,000千円 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

事   項  期  間   限 度 額 

みなとシステム改修（令和５年度）  令和５～６年度 56,000千円 

ポートアイランド５号上屋撤去（令和５年度）  令和５～６年度 70,000千円 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

起債の目的 

及び限度額 
港湾整備事業 10,885,500千円 

起債の方法 公債証券の発行又は消費貸借の方法により、借り入れる（他の地方公共団体との共同発行 

を含む。）。 

利   率 ９％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後に 

おいては、当該見直し後の利率） 

償還の方法 借入日の翌日から据置期間を含め、40年以内に毎年度元利均等その他の方法により償還す 

る。ただし、財政上の都合等により定額以上を償還し、又は借り換えることができる。政 

府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、20,000,000千円と定める。 

（他会計からの補助金） 

第８条 収益的支出及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ

補助を受ける金額は、7,657,389千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、142,000千円と定める。 

（重要な資産の処分） 

第10条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。 

 種  類 名    称 数  量 処分の態様 

処分する資産 土     地 港 湾 用 地 42,000㎡ 譲   渡 

 

   令和５年２月13日提出 

神戸市長 久  元  喜  造  
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  第  １  表   建 設 改 良 事 業 概 要 
 

事 業 名 当年度予定額 事    業    概    要 

 千円   

港 湾 建 設 3,190,832 新港西地区防波堤整備 

ウォーターフロント地区夜間景観整備 等 

 

 

 

港 湾 環 境 整 備 

 

 

1,697,000 

 

六甲アイランド緑地改修 

ポートアイランド（第２期）西緑地改修 等 
 

 

港 湾 直 轄 事 業 費 

負 担 金 
 

 

5,196,000 

 

高規格コンテナターミナルの整備推進 

大阪湾岸道路西伸部の整備 等 
 

埋 立 

 

3,159,852 

 

ポートアイランド（第２期）道路整備・付帯工事 

六甲アイランド南管理 等 
 

 

 

 

 

其 他 建 設 改 良 

 

4,602,127 ウォーターフロント再整備 等 

 

土 地 等 購 入 155,000 港湾用地購入 

 

関 連 建 設 改 良 

 

654,982 建設改良部門職員の給料、職員手当 等 

合  計 18,655,793 
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